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令和４年度人権啓発事業計画 

 

鈴鹿市 地域振興部 人権政策課 

 

１ 基本方針 

 

「人権尊重都市宣言」の趣旨に基づき，非核平和事業の推進と併せて，基本的人権の尊

重を基調とする啓発活動を行い，差別のない明るい社会づくりのための啓発事業を推進し

て，あらゆる人権問題の解決をめざす。 

 

２ 基本的課題 

 

人権は，人が幸せな生活を営むために保障された権利であり，生まれながらにしてもつ

固有のものである。１９４７（昭和２２）年に施行された日本国憲法は，すべての国民が法の

下に平等であり，その基本的人権は，侵すことのできない永久の権利として，これを保障し

ている。また，１９４８年の第３回国連総会で採択された世界人権宣言は，人権の尊重が人

類にとって普遍的な原理であることをうたっている。 

 しかし，現実には，女性，子ども，高齢者，障がいのある人，部落差別，外国人，インターネ

ットによる人権侵害，性的指向・性自認，アイヌの人々，ＨＩＶ感染者，ハンセン病疾患者，刑

を終えて出所した人，犯罪被害者，北朝鮮当局によって拉致された被害者，ホームレス，人

身取引，東日本大震災に起因する人権問題などがあり，その解決に向けて多くの努力を払

わなければならない。 

 

３ 人権啓発の推進 

 

（１）啓発のねらい 

社会の中には様々な人権問題が存在している。このような問題が起こる背景には，同調

を強いる社会意識，社会構造がある。 

そこで問題解決のために，市民自らが，「世間体」を気にした「同調志向」や傍観者的立

場を克服することが重要であることに気づき，行動することをねらいとし，啓発事業を実施

する。 

 

（２）啓発の方法 

人権問題は，「誰か」のことではなく，「誰も」が自分自身のことと捉え，一人ひとりと密接 

に関連しているという認識を深めることができるよう，啓発活動に取り組む。 

実施形態としては，講演会や劇などを通して，人権の大切さを感性に訴えかけることや， 

研修会への参加機会の提供，様々な人権に関する情報の収集と情報発信に努め，人権意 

識の高揚を図り，市民が問題解決のために自発的に行動するきっかけを与える啓発事業 

を実施することで啓発活動の推進を図る。 
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４ 活動 

 

（１）広報による啓発 

毎月５日号『ひろげよう人権尊重の輪』に啓発記事を掲載するとともに，12月５

日号では人権週間にちなみ，人権特集記事を掲載する。 

なお，今年度は人権政策課が担当する。 

 

（２）物品配布による啓発 

「人権尊重都市宣言」，「非核平和都市宣言」，人権標語などを取り入れた啓発物

品（カレンダー，啓発手帳など）を市民や関係機関に配布し，宣言の主旨を広く市

民に周知するとともに，人権意識の高揚を図る。 

 

（３）イベントによる啓発 

 

ア 2022平和への祈り展 

≪趣旨≫ 

世界の恒久平和が人類共通の願いであるにもかかわらず，核戦争の危機は依然と

して存在し，人類の生存に大きな脅威を与えている。 

２月にはロシアによるウクライナへの侵攻が始まり，ウクライナ各地で多くの方

が犠牲になる中で，核兵器の使用についても危惧されている。 

武力による問題解決では，決して根本的な解決には至らず，人々にとって深い悲

しみと憎しみ，不安や怒りを生むことにしかならないことを今こそ学び，戦後 75

年以上が経過し，人類史上，最も悲惨な戦争体験を風化させないためにも，若年層

に語り継ぎ，平和の尊さを訴えることを目的に今年 20 回目となる「平和への祈り

展」を開催する。 

 

≪日程≫ 令和４年７月 30日（土）～７月 31日（日）10時～18 時 

≪場所≫ イオンモール鈴鹿（２階イオンホール） 

≪内容≫  

（ア）セーブ・ザ・チルドレン写真展 「紛争下を生きる子どもたち」 

子どもの支援活動を行う民間・非営利の国際組織「セーブ・ザ・チルドレン」 

が企画する「紛争下に生きる子どもたち」の写真展を開催し，現在，ロシアに 

よるウクライナへの侵攻や，世界各地で起きている紛争を一人でも多くの来場者 

に，身近な問題として感じていただく。 

 

（イ）原爆展 

・非核平和都市宣言文，人権尊重都市宣言文の掲示（本市作成） 

・サダコと折り鶴ポスター（広島平和記念資料館から借受） 

・日本非核宣言自治体協議会原爆ポスター（日本非核宣言自治体協議会から借受） 

・平和と学びポスターセット（日本非核宣言自治体協議会寄贈） 
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（ウ）鈴鹿にも戦争があった 

・鈴鹿市の戦時中の写真パネルの展示（市民実行委員会による） 

 

（エ）鈴鹿の記憶 

・戦時中の鈴鹿市の人々の暮らしや街の様子が分かるパネルの展示 

（本市文化財課提供による） 

 

 （オ）子どもたちによる“平和なまち”絵画展 

・平和首長会議主催絵画コンテスト 2021 応募作品展示 

  

（カ）実物資料「赤紙きたる―戦争に巻き込まれた兵士と家族―」 

・国のために家族を残し，危険な戦地に向かい，命をかけて戦務に従事した方々 

の労苦が分かる実物資料の展示（平和祈念展示資料館から借受） 

 

（キ）核兵器禁止条約の紹介 

・核兵器禁止条約に関するパネル展（長崎市立図書館の展示データを使用） 

令和３年１月に核兵器禁止条約が発効され，核兵器の廃絶に向けて機運が高ま 

るなか，非核平和宣言都市として，平和の尊さを訴えていく。 

 

  ※開催に際しては，新型コロナウイルス対策を徹底したうえで，会場を運営する。 

 

 

イ 人権ふれあい劇場 

≪趣旨≫ 

親と子，親と子と孫，友人同士など，演劇を通じて親しみながら人権について 

考えていただく機会として，小学生とその家族を対象に開催する。今年 21回目。 

≪日程≫ 令和４年８月 14日（日）14時～15時 05分 

≪場所≫ イスのサンケイホール鈴鹿（市民会館）ホール 

≪内容≫ 演劇「ヘンテコ鳥と，さかいめの３人」 脚本・演出 関根 信一 

     「自分の国が一番だ！」と争う３つの国の国境に生まれた飛べないヘン

テコ鳥を助けるために，それぞれの国の３人の子どもが旅する中で，人

と違う部分を認め合うことや，自己肯定できることの大切さを感じられ

る作品。 

     出演 劇団うりんこ 

 

 

ウ じんけんフェスタ inすずか 

≪趣旨≫ 

人権尊重都市宣言に基づいた明るく住みよい社会の実現を目指し，人権意識の高

揚，反差別意識を育成することに努め，あらゆる人権問題の解決に向けて，正しい

知識と理解を深められるよう様々な人権情報を提供するため，幅広い年齢層を対象

に開催する。今年 10 回目。 
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≪日程≫ 令和５年１月 14日（土）～15日（日） 

≪場所≫ イスのサンケイホール鈴鹿（市民会館） 

≪内容≫ 

（ア）公演会  同和問題講演会から数えて今年 42回目。 

趣旨：広く人権について市民の方々に考えていただくきっかけづくりとして， 

   落語家・露の新治さんの人権噺と，新治一座公演として，差別を受けて 

きた人々が守り続けてきた伝統芸能である大道芸を交え，笑いながらも 

参加者が人権について考え，社会の中の偏見や差別意識に気づかされる 

公演会を開催する。 

日時：令和５年１月 14日（土） 

場所：ホール 

演題：公演会「新ちゃんのお笑い人権高座とゆかいな仲間たち」 

内容：露の新治人権噺，露の新治一座公演 
 
（イ）人権作文朗読  昭和 59年度（５回目）から開始。 

趣旨：小・中学生の人権作文を通して，子どもたちが身のまわりに起こる様々

な矛盾や不合理なことに，どのように取り組み，克服していくのかを知

り，一人ひとりの行動が，人権が尊重される住みよい社会の実現に繋が

っていくことを認識していただく。 

日時：令和５年１月 14日（土） 

場所：ホール 
  
（ウ）人権を考える市民のつどい  今年 30回目。 

趣旨：人権の大切さ，命の尊さを感じていただく機会となるよう啓発事業を開

催する。 

日時：令和５年１月 15日（日） 

場所：ホール 

内容：調整中  
  
（エ）公演 

趣旨：鈴鹿市人権擁護委員会が主体となり，親子を対象とした公演を実施する。 

日時：令和５年１月 14日（土） 

場所：展示室 

内容：検討中 
 

（オ）パネル展示等 

日時：令和５年１月 14日～15日 

場所：ロビー 

  内容：小・中学生の人権ポスター代表作品の展示 

人権政策課，教育支援課，交通防犯課，地域協働課，男女共同参画課， 

市民対話課，戸籍住民課，長寿社会課，障がい福祉課，健康福祉政策課， 

子ども家庭支援課，子ども政策課，健康づくり課，市内企業等のＣＳＲ 

活動，各団体の活動内容を紹介するパネル展示等を行う。 
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エ 地区別人権尊重まちづくり講演会 

≪趣旨≫ 

気軽に参加し，身近なところから人権問題を考えていただく機会となるよう複数

の地域へ出向き，公民館等を会場とした啓発事業を行う。 

顔の見える距離で，参加した一人ひとりが人権の大切さを認識し，それぞれの家

庭などで人権尊重の輪が広がることが期待できる。 

 

≪日程≫（講師別） 

今年度は，下記のとおり 13地区 13ヶ所で実施する予定で調整中。 

 

講師：長島 りょうがんさん（音楽工房〈夢のかぼちゃ〉店主） 

①  井田川地区 令和４年５月 16日（月）10時～11時 

②  清和公民館（牧田地区） 令和４年５月 20日（金）10時～11時 

③  栄地区   令和５年１月 13日（金）10時～11時 

④  神戸地区  調整中 

 

講師：切磋亭 琢磨さん（落語家） 

⑤  玉垣地区  調整中 

 

  講師：北 正美さん（社会福祉士，介護支援専門員） 

⑥  久間田地区 令和５年２月 24日（金） 

⑦  長太地区  調整中 

⑧  椿地区   調整中 

 

講師：木村 由美子さん（JPIC読書アドバイザー） 

⑨  若松地区  令和４年７月 27日（水）10時 00分～11時 00分 

⑩  箕田地区  令和４年 11月４日（金）10時 00分～11時 00分 

 

講師：西 繁さん（鈴鹿市人権教育アドバイザー） 

⑪ 天名地区  令和５年２月 19日（日）９時 20分～10時 20分 

⑫ 一ノ宮地区 調整中 

⑬  庄内地区  調整中 

 

 

オ その他 

（ア）学校等での啓発 

≪趣旨≫ 

鈴鹿市総合計画 2023 後期基本計画第６章めざすべき都市の状態 23「誰もが互

いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること」に係る成果指標として「人

権が尊重され，守られていると感じている市民の割合」の目標値 70％の達成に向

けて，若い世代に人権への関心を高めてもらうことを目的として，高校生や児童

センター利用者を対象に啓発パネル展示を実施する。  
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①学校での啓発 

≪内容≫市内高校の文化祭を啓発の機会と捉え，女性・子ども・障がいのある人・外 

国人・性的少数者など，主な人権課題をテーマにしたパネルに加え，市関 

係各課や団体と連携を図りながら，多文化共生や障害者差別解消推進法 

についてなど，その課題に関係する課や団体の取組状況を紹介する展示 

を行う。 

 

≪実施日・実施校≫ 調整中 

 

②児童センターでの啓発 

≪内容≫児童センターのイベントで，女性・子ども・障がいのある人・外国人・性的 

少数者など，主な人権課題をテーマにしたパネルや非核平和を訴えるパ 

ネル展示を実施する。 

≪実施日・実施場所≫ 玉垣児童センター 親子あそび 

           一ノ宮団地児童センター 乳幼児と保護者の集い 

 

（イ）企業啓発 

≪趣旨≫社会情勢の変化に伴い，多様化する人権課題に対応できるよう，関係機 

関等の連携を強化し，情報提供を行うことで人権意識の高揚を図る。 

 

≪内容≫市内企業に働きかけ，新たな人権課題の解決に向けて連携を図りながら， 

啓発に取り組む。  

   

≪実施日・実施場所≫ 調整中 

 

 

（４）人権週間での啓発 

≪期間≫令和４年 12 月４日（日）～10日（土） 

≪内容≫人権週間にちなんで，人権擁護委員をはじめ，各関係機関と連携をとり     

ながら，人権意識の高揚を図るため，啓発活動を実施する。 

ア 街頭啓発 

日時：令和４年 12月５日（月） 

場所：白子駅，鈴鹿市駅（7時 45分から約 1時間） 

市内ショッピングセンター（16 時から約 1時間） 

市職員人権啓発推進委員，鈴鹿市人権擁護委員会，三重県，津地方法務局

と連携して，人権標語等入り啓発物品を配布し，「人権週間」を呼びかける。 

 

イ 啓発物品による啓発 

 

ウ Ｃバスの車両広告による啓発 

すべてのＣバスに「人権週間 12/４～10 鈴鹿市」のバスマスクを装着し， 

人権週間を啓発する。 
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エ 庁内放送による啓発 

世界人権宣言の意義を訴えるとともに，人権意識の一層の普及・高揚のため， 

人権週間の期間中に庁内啓発放送を実施する。 

 

オ 掲示物による啓発 

人権週間中には，庁内及び各地区市民センターや隣保館に人権週間を呼びかけ 

る掲示物を設置し，差別のない明るい社会づくりの取り組みを呼びかける。 

   ※なお，懸垂幕による啓発については，「啓発用懸垂幕の設置」を参照。 

 

（５）啓発塔，看板等による啓発 

市内の公共施設等に啓発塔，看板等を設置することで人権尊重宣言都市，非核 

平和宣言都市であることを継続的に周知する。 

   

（６）啓発用懸垂幕の設置 

  場所：市役所庁舎東側壁面 

日程：７月～「一人ひとりの優しさで 平和をねがう まちづくり」を掲示 

※８月 15日まで（非核平和意識の高揚のため） 

９月～  「心豊かに生きる 人権尊重宣言都市 鈴鹿市」を掲示 

（人権尊重の意識高揚のため） 

     11月～ 「人権週間 12月４日～12月 10日」を掲示 

（人権週間に合わせて） 

 

（７）啓発パネルの展示 

非核平和意識及び人権意識の高揚のため，本庁舎 15階展望室に啓発パネルを 

展示する。 

７月～ 非核平和都市宣言文，原爆と人間展 ※８月 15日まで展示 

   11月～ 人権尊重都市宣言文，人権ポスター 

 

５ その他の取り組み 

（１）市職員研修関係 

すべての人が人として尊ばれ，明るく住みよい鈴鹿市を築いていくためには，行   

政が担う役割と責任は大きく，職員の人権意識の高揚は不可欠である。それぞれ所

管する業務の遂行にあたっては，幸福な市民生活の実現のため，人権尊重の精神を

基本に置くとともに，所管業務と人権との関わりについて十分認識する必要がある。 

そのため，職員の人権問題に対する理解を深め啓発推進を図ることを目的とする

研修を実施する。 

 

ア 新規採用職員研修   

日時：前期 令和４年４月４日（月） 講師：人権政策課職員 

後期 令和４年 10月開催  講師：奥田 均氏（近畿大学名誉教授） 

対象：令和４年度新規採用職員 58人（フルタイム会計年度任用職員除く） 
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イ 人権啓発推進委員研修 

日時：令和４年 11 月 10日（木） 

講師：未定 

演題：未定 

内容：調整中 

対象：人権啓発推進委員，男女共同参画推進員 100人 

 

ウ 市職員研修 

日時：令和４年 10 月 17日（月） 

講師：原田 朋記さん 公益財団法人反差別・人権研究所みえ 

演題：未定 

内容：部落差別について（調整中） 

対象：調整中 

 

（２）差別事象への対応 

落書きや，インターネット上の差別的な書き込みなど，差別事象が発見された場

合には，鈴鹿地域防災総合事務所や三重県人権センター等の関係機関と連携しなが

ら，速やかな対応に取り組んでいく。特に，情報化の進展に伴い，深刻化している

ＳＮＳ上で無秩序に発信される誹謗中傷などの悪質な差別書込みに対し，モニタリ

ング（監視）を行うことにより，早期発見及び拡散防止を図る。 

 

（３）関係機関との連携 

市主催の人権啓発事業への積極的な参加を市内の主要企業を中心に働きかける。 

また，法務局が所管する人権擁護委員会や三重県等が主催する会議や研修会に積 

 極的に参加することにより，効果的な啓発手法や内容について情報収集に努めなが

ら，関係機関等との連携，協力関係を深める。 


